
－ 産業労働部 B30 －

平成26年度予算見積調書(2月補正予算)

B30

課室名:課室名:観光課

内線:内線:3950

事業名

事 業
期 間

根 拠
法 令

平成26年度～

会計 款 項 目

一般会
計

観光費商工費 観光費

説明事業

彩の国観光振興推進費

戦略項目

担当名:担当名:企画・国際観光担当

根拠法令なし

050103　魅力ある観光の推進

予算額

決定額 △727△727

現計額 16,86516,865

△727△727

16,86516,865

16,13816,138

補正後の
予算額

財　　源　　内　　訳

一般財源

番号

「Welcome To SAITAMA」推進事業

１　事業の概要

　東京五輪開催決定を追い風として、埼玉県へ外国人観

光客を誘致するため、海外現地で埼玉観光をＰＲすると

ともに、県内の受入体制整備の強化を図る。

(１) 東京五輪開催に向けた外国人観光客誘致　△9千円

　　 事務経費の節減により生じた執行残の減

(２) 姉妹州ｸｲｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州での観光物産展　　△423千円

　　 委託料の精算等に伴う減

(３) 台湾教育旅行受入れの促進　　　　　　 △39千円

(４) ムスリム旅行者の受入体制整備　        △5千円

　　 事務経費の節減により生じた執行残の減

(５) 県内市町村・他都県との連携　        △251千円

     委託料の契約差金発生等に伴う減

２　事業主体及び負担区分

（県10/10）

３　地方財政措置の状況

なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

9,500千円×2.0人＝19,000千円

５　事業説明
（１）事業内容
　　ア　東京五輪に向けて外国人観光客の受入体制を整備　　　2,442千円
　　イ　中国（上海）現地での観光ＰＲ　　　　　　　　　　　3,830千円
　　ウ　姉妹州クイーンズランド州での観光物産展出展　　　　4,369千円
　　エ　台湾教育旅行受入れのための環境の整備　　　　　　　　756千円
　　オ　ムスリム旅行者の受入れのための研修会開催　　　　　　200千円
　　カ　県内市町村・他都県との広域連携による事業実施　　　5,268千円
（２）事業計画
　　ア　県内事業者の受入体制向上を図るための研修会、外国人向け「指差し観光案内集」の作成等
　　イ　上海ビジネスサポートセンターを活用した国際観光展出展等
　　ウ　豪州で県産地酒の試飲会や物産展を開催するほか、地元スーパー等でプロモーションを実施
　　エ　県内関係者による台湾教育旅行受入れのための協議会の設立、台湾からの教育関係者招請ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ実施
　　オ　県内観光関連事業者へのハラル対応研修会開催
　　カ　県内市町村との埼玉県外国人観光客誘致推進協議会事業、国・他都県と連携したﾋﾞｼﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ事業の実施
（３）事業効果

　　光客の来県増加

　   (４) ムスリム旅行者の受入体制整備：事務経費の節減により生じた執行残の減額

　　「海外現地での効率的な観光プロモーション」と「県内の外国人観光客受入体制整備」の相乗効果による外国人観

（４）県民・民間活力、職員のマンパワー、他団体との連携状況
　　ア　国、他都県、県内市町村と連携した広域観光ＰＲの実施
　　イ　他都県と連携した羽田空港のでのＰＲ
　　ウ　県国際課と連携した豪州での観光ＰＲ、高校教育指導課と連携した台湾教育旅行の受入促進
（５）補正予算の概要
　　 (１) 東京五輪開催に向けた外国人観光客誘致:事務経費の節減により生じた執行残の減額
   　(２) 姉妹州ｸｲｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州での観光物産展：委託料の精算及び事務経費の節減により生じた執行残の減額
   　(３) 台湾教育旅行受入れの促進：事務経費の節減により生じた執行残の減額

(単位：千円)

　　 事務経費の節減により生じた執行残の減

　　（５）県内市町村・他都県との連携：委託料の契約差金発生及び事務経費の節減により生じた執行残の減額

分野施策


